
社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

 

 

 

 

 

    

    

    

福祉サービス第三者評価結果福祉サービス第三者評価結果福祉サービス第三者評価結果福祉サービス第三者評価結果    
（（（（    グレード２グレード２グレード２グレード２    ））））    

                                                    
    

    

事業所名事業所名事業所名事業所名        秦秦秦秦    野野野野    精精精精    華華華華    園園園園        
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

発効発効発効発効：：：：平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日までまでまでまで有効有効有効有効））））    
 

      

    

                             

    
    
    



社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

社団法人神奈川県社団法人神奈川県社団法人神奈川県社団法人神奈川県社会社会社会社会福祉士会福祉士会福祉士会福祉士会    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    
事業所基本事項事業所基本事項事業所基本事項事業所基本事項 

ﾌﾘｶﾞﾅﾌﾘｶﾞﾅﾌﾘｶﾞﾅﾌﾘｶﾞﾅ    シャカイフクシホウジンカナガワキョウドウカイ ハダノセイカエン 

事業所名事業所名事業所名事業所名    
((((正式名称を記載正式名称を記載正式名称を記載正式名称を記載))))    

社会福祉法人かながわ共同会 秦野精華園 

事業所種別事業所種別事業所種別事業所種別    障害者支援施設 生活介護、生活訓練、就労移行支援 

事業所住所事業所住所事業所住所事業所住所    

最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅    

〒257-0003 秦野市南矢名３－２－１ 

 小田急線「東海大学前」駅下車 徒歩１０分 

事業所電話番号事業所電話番号事業所電話番号事業所電話番号    ０４６３－７７－８８１１ 

事業所事業所事業所事業所 FAXFAXFAXFAX 番号番号番号番号    ０４６３－７７－８８１５ 

事業所代表者名事業所代表者名事業所代表者名事業所代表者名    役職名 園 長 氏 名  山根 文江     

法人名及び法人名及び法人名及び法人名及び    

法人代表者名法人代表者名法人代表者名法人代表者名    

法  人  名 社会福祉法人かながわ共同会  

法人代表者氏名 理事長  米山 勝彦     

URLURLURLURL                                    http://www.kyoudoukai.jp/hadano/    

eeee－－－－mailmailmailmail                            hadano@kyoudoukai.jp                

問合せ対応時間問合せ対応時間問合せ対応時間問合せ対応時間    月～金 ８：３０～１７：１５ 

事業所の概要１事業所の概要１事業所の概要１事業所の概要１    

開設年月日開設年月日開設年月日開設年月日    平成２年４月１日 

定員数定員数定員数定員数    １００名 （生活介護７６名、生活訓練１２名、就労移行支援１２名） 

都市計画法上の用途地域都市計画法上の用途地域都市計画法上の用途地域都市計画法上の用途地域    第１種住宅専用地域 

建物構造建物構造建物構造建物構造    ＲＣ造り ２階建て 

面積面積面積面積    敷地面積（23,749.10）㎡ 延床面積（7,840.86）㎡ 

居室あたりの人数居室あたりの人数居室あたりの人数居室あたりの人数    
（入所施設の場合のみ）（入所施設の場合のみ）（入所施設の場合のみ）（入所施設の場合のみ）    

個室(７)室/二人部屋(２８)室/三人部屋(１４)室/四人部屋(１)室 

事業所の概要２（職員の概要）事業所の概要２（職員の概要）事業所の概要２（職員の概要）事業所の概要２（職員の概要）    

総職員数総職員数総職員数総職員数    ９８名 

    

    

うち、次の職種にうち、次の職種にうち、次の職種にうち、次の職種に    

該当する職員数該当する職員数該当する職員数該当する職員数    

施設長    （常勤 １名） 

相談支援職員 （常勤 １名：常勤以外  名） 

生活支援員  （常勤５０名：常勤以外１７名） 

※作業・就労支援員を含む 

看護職員   （常勤 ２名：常勤以外 ２名） 

栄養士    （常勤 １名：常勤以外  名） 

医 師    （常勤  名：嘱託   １名） 

調理員    （常勤 ６名：常勤以外１０名） 

事務員    （常勤 ５名：常勤以外 ２名） 

 

事業所ＰＲ事業所ＰＲ事業所ＰＲ事業所ＰＲ    
評価に臨んで事業所と評価に臨んで事業所と評価に臨んで事業所と評価に臨んで事業所と

してアピールしたいこしてアピールしたいこしてアピールしたいこしてアピールしたいこ

とととと    

 地方自治法による指定管理者制度により、県立施設（神奈川県から指

定管理者の指定を受けた施設）として知的障害者支援において公共性の

高いニーズへの対応を担っています。ネグレクト等被虐待体験者等の積

極的な受け入れと心理療法等の特別支援の実施、医療少年院等矯正施設

退院者の受け入れとＳＳＴ等特別支援の実施による自立支援等を先駆的

に展開しています。 

 原則６年有期限の多機能型支援体制として生活介護・生活訓練・就労

移行支援の日中支援により、利用者の地域生活移行や就労支援等青年期

のステップアップ支援を特色とした事業を展開しています。 
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社団法人神奈川県社団法人神奈川県社団法人神奈川県社団法人神奈川県社会社会社会社会福祉士会福祉士会福祉士会福祉士会    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    
    

１．１．１．１．    総合コメント総合コメント総合コメント総合コメント    

    

総合評価（優れている点、独自に取り組んでいる点、改善を要する点総合評価（優れている点、独自に取り組んでいる点、改善を要する点総合評価（優れている点、独自に取り組んでいる点、改善を要する点総合評価（優れている点、独自に取り組んでいる点、改善を要する点））））    

    

優れている点・独自に取り組んでいる点：優れている点・独自に取り組んでいる点：優れている点・独自に取り組んでいる点：優れている点・独自に取り組んでいる点：    

    

○秦野精華園の運営方針に、「福祉圏域の中核的施設として、６年間の有期限利用を原則に目標を設定しな

がら、それぞれの個性やニーズに応じた施設訓練等支援サービスを提供します。また、さまざまな居宅生活

支援サービスを展開し、地域に根ざした施設運営に努めます」と謳い、神奈川県の指定管理者制度による施

設として、知的障害者のさまざまなニーズに即応できる多機能型のサービスを提供している。 

○県立の障害者支援施設として、「ネグレクト等被虐待体験により家庭基盤の弱い社会的養護の必要な知的

障害者」の自立支援と、「医療少年院等矯正施設の仮退院者や起訴猶予処分等触法知的障害者あるいは

触法行為の頻繁な知的障害者」の自立支援の役割も担い、「触法・ネグレクト等地域移行プロジェクト」のもと

に、地域移行に向けた取り組みを実践している。 

○施設入所支援の利用者１００名は、生活１、２課の男性寮、生活３課の女性寮に分かれて生活し、日中は園

の特色である多機能型日中支援を活用し、「生活介護１」に６０名、「生活介護２」に１６名、「生活訓練」に１２

名、「就労移行支援」に１２名の利用者が参加し、ステップアップ支援のプログラムに取り組んでいる。 

○生活各課には利用者自治会があり、毎月、定期的に会議を開催し、利用者の意見や思いを施設運営に反映

している。また、各課の自治会役員や代表者が定期的に集まる全体自治会があり、各課の自治会の意見を

集約し、施設への意見や自治会活動について話し合いを行っている。自治会活動は、あおぞらプラン委員会

が具体的な支援を行っており、利用者主体の施設運営をすすめている。 

○「夢のある個別支援計画の実施」を目指し、利用者や家族にわかりやすい計画の策定に努めている。個別

支援計画スタンダードモデルプログラムを構築し、利用者がどのように生活することを望んでいるか、また、

そのためにどのような支援が必要なのかを明白にして個別支援計画を作成している。個別支援計画のスタ

ンダードモデルプログラムは就労支援、活動、対人支援など１４のジャンルがあり、利用者本人の希望に合

わせて支援内容を設定している。 

○２名の臨床心理士を置き、虐待などを経験した利用者への心理面接を実施し、ＳＳＴ（ソーシャル・スキル・ト

レーニング）や箱庭療法などの心理療法アプローチに取り組んでいる。入所、通所、生活ホーム利用者を対

象に個別面談を行い、面接・心理検査を実施している。平成２２年度の面接回数は、延べ４１０回に及んでい

る。 

○園内のリスクマネジメント委員会を中心にして、「ヒヤリハットニュース」の発行や、四半期ごとの「ヒヤリハット

目標」の設定、「ヒヤリハットマップ」の作成など、多くの取り組みを行っている。「ヒヤリハット報告書」の提出

が少なくなっていたことから、働きかけを強化し、平成２２年度は１９５２件の「ヒヤリハット報告書」があがって

いる。リスクマネジメント委員会では、「ヒヤリハットから始めよう２」も作成し、各課に配布している。 

○園内の９つの委員会、２つの分科会、２つのプロジェクトにより、各種マニュアルの見直しを行っている。生活

各課の生活支援マニュアルは、それぞれの利用者の障害特性に合わせ、具体的な実施マニュアルとなるよ

う、毎月のグループ会議や課会議の場において適時見直しを行っている。個々の利用者への具体的な支援

方法を、各課の業務マニュアルや業務表に記載し、マニュアルに基づいた統一した支援を行っている。 

○地域の方に向け、園芸教室や製パン教室を開催する他、秦野精華園のグラウンドや体育館、会議室、多目

的室の利用を、地域の方に広く開放するなど、地域に根付いた施設として活動している。同一敷地内には、

地域の方が気軽に利用できる、喫茶「ラポールセイカ」があり、多くの方が利用している。地域の方に向け、

相談窓口や相談コーナーも整備している。また、障害者自立支援プロジェクトとして、東海大学と共同で、平

成１９年度より、パンの移動販売を行っている。 

○あおぞらプラン委員会を中心にして、職員の自己評価を年２回（今年度は５回）行い、自己評価の結果を、利

用者アンケート結果や、実習生などからのモニタリングアンケート結果とともに、冊子にまとめて各課に配布

している。評価結果をもとにして、施設全体の課題の把握と改善を行っている。 

○グループホームやケアホームを利用し地域生活へ移行した方や、地域の中軽度の障害者を対象にして、通

所チャレンジセンターにおいて、生活訓練や就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業を実施している。地

域の中軽度の障害者に対して、有期限のステップアップ支援を提供している。 
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評価領域ごとの特記事項評価領域ごとの特記事項評価領域ごとの特記事項評価領域ごとの特記事項    

１１１１    人権への配慮人権への配慮人権への配慮人権への配慮    

 

○本施設では、利用者の希望や意向を把握するため、生活課ごとに利用者個々

の障害特性に配慮したコミュニケーション手法を工夫している。日課の表示に写

真を使い、また利用者と職員が交換日記を行うなど、様々な取り組みを実施し

ている。 

○本施設では、２名の臨床心理士を置き、虐待などを経験した利用者への心理面

接を実施し、ＳＳＴ（ソーシャル・スキル・トレーニング）や箱庭療法などの心理療

法アプローチに取り組んでいる。入所、通所、生活ホーム利用者を対象に個別

面談を行い、面接・心理検査を実施している。平成２２年度の面接回数は、延べ

４１０回に及んでいる。 

○本施設では、利用者自治会が各課にあり、毎月、定期的に会議を開催し、利用

者の意見や思いを施設運営に反映するようにしている。また、各課の自治会役

員や代表者が定期的に集まる全体自治会があり、各課の自治会の意見を集約

し、施設への意見や自治会活動について話し合いを行っている。自治会活動

は、あおぞらプラン委員会が具体的な支援を行っており、利用者主体の施設運

営を実践している。 

○本施設では、利用者アンケートを毎年行うとともに、実習生などを対象にモニタ

リングアンケートを実施している。利用者の声や外部の視点からの気付きを大

切にしている。また、あおぞらプラン委員会では、あおぞらプランを基にして、「あ

おＰ大作戦ｐａｒｔ４」を冊子化し、全職員に配布することで、利用者の人権擁護に

対する取り組みを推進している。 

２２２２    

利用者の意思・利用者の意思・利用者の意思・利用者の意思・    

可能性を尊重した可能性を尊重した可能性を尊重した可能性を尊重した

自立生活支援自立生活支援自立生活支援自立生活支援    

○本施設では、「夢のある個別支援計画の実施」を目指し、利用者や家族にわか

りやすい計画の策定に努めている。個別支援計画スタンダードモデルプログラ

ムを構築し、利用者がどのように生活することを望んでいるか、また、そのため

にどのような支援が必要なのかを明白にして個別支援計画を作成している。個

別支援計画のスタンダードモデルプログラムは就労支援、活動、対人支援など

１４のジャンルがあり、利用者本人の希望に合わせて支援内容を設定している。 

○本施設では、利用者とともに行う問題解決のプロセスを重視し、利用者の強さ

（ストレングス）に着目した支援を心掛けている。アセスメントで利用者の思い（希

望や夢）を確認し、利用者の障害状況や生活能力に応じ、本人が理解しやすく

無理のない課題と方法を選択し、本人の希望に合わせて支援内容を設定してい

る。生活訓練と就労移行支援については、３ケ月ごとに、また、生活介護につい

ては、６ケ月ごとに個別支援計画の見直しを定期的に実施している。 

○本施設では、６年程度の有期限の利用を原則としており、利用後３～６ケ月の初

期診断会議、３年目の中期診断会議及び利用６年目の終期診断会議を開催し

ている。診断会議には、関係者とともに、利用者や家族が参加して、「診断票」に

総合所見を記述している。個別支援計画に基づく支援方針を確認することで、

利用者のステップアップを目指した取り組みを実施している。 

３３３３    

サービスマネジサービスマネジサービスマネジサービスマネジ    

メントシステムメントシステムメントシステムメントシステム    

の確立の確立の確立の確立    

○本施設では、「秦野精華園苦情解決処理要領」を定め、苦情解決責任者や苦情

受付担当者、第三者委員を置き、苦情解決システムを整えている。施設内に

「言うぞう君」や「言う子ちゃん」の「お手紙ボックス」を設置し、利用者や家族の

声を受け止め、改善点は必ず報告している。苦情の受け付けから対応、再発防

止までの仕組みを明確化している。 

○本施設では、法人全体でリスクマネジメントに取り組んでいる。園内のリスクマネ

ジメント委員会を中心にして、「ヒヤリハットニュース」の発行や、四半期ごとの

「ヒヤリハット目標」の設定、「ヒヤリハットマップ」の作成など、多くの取り組みを

行っている。「ヒヤリハット報告書」の提出が少なくなっていたことから、働きかけ

を強化し、平成２２年度は１９５１件の「ヒヤリハット報告書」があがっている。リス

クマネジメント委員会では、「ヒヤリハットから始めよう２」も作成している。 

○本施設では、９つの委員会、２つの分科会、２つのプロジェクトにより、定期的に

会議を開催し、各種マニュアルの見直しを行っている。リスクマネジメントなど、

法人全体の統一した関わりが必要なマニュアルは、法人の委員会で内容を検
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討している。また、生活各課の生活支援マニュアルは、それぞれの利用者の障

害特性に合わせ、具体的な実施マニュアルとなるよう、毎月のグループ会議や

課会議の場において適時見直しを行っている。個々の利用者への具体的な支

援方法を、各課の業務マニュアルや業務表に記載することで、マニュアルに基

づいた統一した支援を行っている。感染症マニュアルの検討は、２ケ月に１度開

催される県立施設看護課長会議の中で行っている。 

４４４４    
地域との交流・地域との交流・地域との交流・地域との交流・    

連携連携連携連携    

○本施設では、地域の方に向け、園芸教室や製パン教室を開催する他、秦野精

華園のグラウンドや体育館、会議室、多目的室の利用を、地域の方に広く開放

している。また、資源回収を地域の自治会と行うなど、地域に根付いた施設とし

て活動している。同一敷地内には、地域の方が気軽に利用できる、喫茶「ラポー

ルセイカ」があり、多くの方が利用している。地域の方に向け、相談窓口や相談

コーナーも整備している。 

○本施設では、障害者自立支援プロジェクトとして、東海大学と共同で、平成１９年

度より、パンの移動販売を行っている。また、近隣の中学校の福祉講演会への

講師派遣や、体験交流授業の受け入れ、養護学校などの実習の受け入れ、教

職員や他法人職員研修の受け入れ・講師派遣など、多くの取り組みを行ってい

る。 

○本施設では、グループホームやケアホームを利用し地域生活へ移行した方や、

地域の中軽度の障害者を対象にして、通所チャレンジセンターにおいて、生活

訓練や就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業を実施している。地域の中

軽度の障害者に対して、地域生活の安定と就労移行などの有期限のステップア

ップ支援を提供している。 

５５５５    
運営上の透明性運営上の透明性運営上の透明性運営上の透明性    

の確保と継続性の確保と継続性の確保と継続性の確保と継続性    

○本施設では、各課から委員を選出した、あおぞらプランプラン委員会を中心にし

て、利用者支援サービスの自己評価を実施している。職員の自己評価は常勤

の全職員を対象に、年２回、定期的に実施している。今年度は内容を見直し、自

由記述の評価を３回加えることで、年５回実施する予定である。自己評価を定期

的に繰り返す取り組みを行っている。 

○本施設では、職員の自己評価結果を、利用者アンケート結果や、実習生などか

らのモニタリングアンケート結果とともに、冊子にまとめて各課に配布している。

評価結果をもとにして、施設全体の課題の把握と改善を行っている。 

６６６６    
職員の資質向上職員の資質向上職員の資質向上職員の資質向上    

促進促進促進促進    

○本施設では、法人全体の研修委員会と園内研修委員会が中心になり、職員の

実践的な教育訓練に取り組んでいる。法人研修委員会は、５階層の法人階層

別研修を実施している。法人全体のテーマとして、「リスクマネジメント」と「個別

支援計画の作成」に重点を置き、法人全体でサービスの質の向上を目指した取

り組みを行っている。園内研修委員会は、他委員会主催の研修会の実施も考

慮しながら、年間の園内研修計画を策定している。利用者の障害特性を検討

し、発達障害勉強会や精神障害勉強会、ネグレクト勉強会などを企画している。

園外研修については、課長会議の中で参加者を決めている。職員の資質向上

の促進について法人全体で取り組んでいる。 

○本施設では、新採用職員及び異動職員を対象として、「夢のある個別支援計画

の実施」の理解を目指して、個別支援計画の作成勉強会を複数回、実施してい

る。非常勤の職員についても、障害の基礎的な勉強会を行っている。その他、

自主勉強会として、他法人職員も参加し、発達障害の勉強会やＳＳＴ勉強会、ネ

グレクト勉強会なども実施している。 
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２．２．２．２．基本的サービス評価基本的サービス評価基本的サービス評価基本的サービス評価    

～～～～    評価機関が定めた評価項目に添って、調査を行った結果です評価機関が定めた評価項目に添って、調査を行った結果です評価機関が定めた評価項目に添って、調査を行った結果です評価機関が定めた評価項目に添って、調査を行った結果です    ～～～～    

    

項目 
1-G2-1：職員への対人支援教育により、コミュニケーション手法の重要性が認識され、常にすべての利用

者の意思や希望を傾聴し、理解する姿勢が保持されていますか。 

設問 
コミュニケーション困難な利用者や意思表示がされにくい利用者の希望や意向の把握に向けて、どのように

取り組んでいますか。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

 

平成１０年当時は、当園においてもＴＥＡＣＣＨ手法のプ 

ロジェクトでその導入も検討していましたが、その後の実

践の中で、利用者それぞれの障害特性への視点の重要

性を確認し、それぞれの利用者に合わせた方法の検討と

導入を進めることにしました。 

こうしたことから、各課において利用者個々の障害特性

に配慮して、以下のような取り組みを実施しています。 

 

○当日の入浴時間等日課をマグネットなどを使い提示、

当日勤務者を写真で提示（１課） 

○中軽度の利用者については、ＳＳＴの時間を設定し自ら

の意思をどう伝えるかについてロールプレーを実施（２

課） 

○重度自閉症利用者に対する写真付カードによる日課の

提示、利用者向けに近日の予定をお知らせするボード

の設置（３課） 

○本人と担当職員との交換日記の実施（１課）（３課） 

○選択メニューなど写真付でのインフォメーション（調理） 

○被虐待体験者等を中心とした、臨床心理士との心理面

接箱庭療法等の実施（地域サービス課） 

 

 

◇利用者の希望や意向の把握について、訪問調査で

複数の事例から確認できた内容は次のとおりでし

た。 

○生活課ごとに担当する利用者の障害特性に配慮し、

コミュニケーション手法を工夫している。生活１課では

自閉症及び自閉的な傾向を有し、独特のこだわりを

持つ利用者が多いことに配慮し、当日勤務者を写真

で掲示している。また、入浴時間などの日課をマグネ

ットを使い掲示している。就労移行と社会生活技術

の習得に取り組む生活２課では、対人関係スキルの

向上を目的に、月に２回、ＳＳＴ（ソーシャル・スキル・

トレーニング）を実施し、成果をあげている。女性寮

の生活３課では、重度の自閉症利用者に対し、写真

付きの１日の予定表で、日課などを説明している。ま

た、現在６名の女性の利用者と担当職員が交換日記

を交わし、本人の思いや意向の把握に努めている。 

○月に１回、利用者のリクエストに応えて選択メニュー

を実施している。写真付きのメニュー表示で、内容を

利用者に伝えている。 

○２名の臨床心理士が、虐待等を経験した利用者への

心理面接を実施し、箱庭療法などの心理療法アプロ

ーチを行っている。平成２２年度は、入所、通所、生

活ホーム利用者２３名を対象に個別面談を行い、ま

た、７０名の利用者を対象に面接・心理検査を実施

し、面接回数は延べ４１０回に及んでいる。 

○人権擁護やＳＳＴに関する研修を毎年実施し、職員

の対人援助能力のスキルアップを図っている。 

○毎年、利用者アンケートを実施し、利用者の声の把

握に努めている。アンケート項目は食事や入浴など

日常生活に関する２２項目で、アンケートの結果を分

析し記録するとともに、課ごとに改善課題を明記して

いる。 

○毎月、家族会定例会を開催し、家族の施設に対する

要望や意見の把握に努めている。また、障害を抱

え、ともすれば頑張りすぎる家族への適切なアドバイ

スを心掛けている。 
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項目 
1-G2-2：利用者の意向や要望をふまえた民主的な施設運営やサービス提供に向け、利用者が意向を申し

出やすい環境が整えられていますか。 

設問 
利用者が個人あるいは集団(組織)の一員として、自らの意向を表明しやすい環境づくり（利用者調査や利

用者懇談会の実施、自治会活動支援など）に向けて、どのように取り組んでいますか。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

 

利用者個々の意向の受け止め方法として 

○週末外出希望アンケート（１課） 

○談話室お手紙ボックス言う子ちゃん（３課） 

○調理課職員巡回による調理リクエストの収集（各課毎

日） 

○個別支援計画作成面接（３ケ月または、６ケ月ごと） 

○心理面接・箱庭療法 

 

 これまで秦野精華園の利用者自治会については、入 

所・通所あるいは各課ごとに利用者自治会が結成され、 

余暇活動等への要望、日常生活での要望などについて各 

課単位で話し合われる活動でした。 

 一昨年より、このような各課単位の自治会役員や代表 

者が定期的に集まる全体会議が開催されるようになり、昨 

年全体自治会役員選挙が実施され、現在全体自治会と 

下部組織としての各課自治会の体制が取られています。 

こうしたことから、自治会活動については、あおぞらプラン 

委員会がそのサポートにあたり、以下のような取り組みを 

実施しています。 

 

○園全体の利用者自治会の運営へのサポート 

①自治会規約の作成 

②役員選挙の実施 

③定例会の実施（１回/月） 

④各課自治会の意見集約 

⑤役員の園長との意見交換会 

⑥本人イベントの実施 

⑦園周辺地域の清掃活動 

⑧地元の自治会主催の資源回収への協力 

○各課利用者自治会の運営へのサポート 

○利用者意向調査アンケートの実施（１回/年） 

○課内自治会（月１回実施）において、余暇や職員の支

援、日課の見直しについて要望を傾聴し、職員会議に

て検討（１課） 

 

 

◇利用者の希望や意向の表明に向けた環境づくりにつ

いて、訪問調査で複数の事例から確認できた内容は

次のとおりでした。 

○利用者個々の意向を受け止めるため、生活１課で

は、週末予定担当職員を配置し、週末外出アンケー

トを行い、利用者の希望に応えている。各課に「お手

紙ボックス」や「メニューリクエストボックス」を設置し、

利用者の希望の把握に努めている。 

○利用者のニーズを把握し、個別支援計画を策定して

いる。個別支援計画作成会議を、生活介護は６ケ月

ごとに、生活訓練、就労移行支援は３ケ月ごとに開

催し、利用者の意向の把握に努めている。 

○利用者自治会が各課に結成され、毎月１回、定期的

に会議を開催し、食事やイベントの開催についての

希望を検討している。また、毎月、利用者自治会役

員会を開催し、各課の自治会の意見を集約し、施設

への要望や自治会活動について話し合いを行ってい

る。 

○自治会役員会で決定した施設への要望などは、園長

と部課長出席の月２回の課長会議で検討し対策を講

じている。課長会議の検討結果は、園長が自治会に

説明している。 

○園全体の利用者自治会は、２年ごとに役員選挙を行

い、利用者の意見を施設運営に活かすよう働きかけ

ている。 

○あおぞらプラン委員会により、自治会規約の策定な

どの自治会活動の支援や、利用者の人権擁護、利

用者向け勉強会、各種イベントにおける利用者支援

を推進している。平成２４年２月に保健師を招いて性

の問題を取り上げ、利用者の勉強会を開催する予定

である。 

○利用者アンケートを毎年行うとともに、実習生などを

対象に、モニタリングアンケートを実施し、施設の設

備や雰囲気など、外部の視点からの気付きを取り入

れて、施設運営に反映している。 

○利用者アンケートの用紙は、すべての漢字にルビを

ふり、また、アンケートの文章理解が難しい方につい

ては、担当職員が個々に内容を説明し、職員の聴き

取りで実施している。課ごとに利用者の障害の状況

に配慮して実施している。 
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項目 
1-G2-3：苦情解決のシステムにより、利用者・家族から要望や苦情を受け付け、具体的な解決が図られて

いますか。 

設問 要望や苦情の迅速な解決と再発防止に向けてどのように取り組んでいますか。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

 

当園の苦情解決システムについては、苦情受付担当者 

として第一支援部長・第二支援部長・地域支援部長の３ 

名が担当し、苦情の内容、要望等を受付ています。受付 

記録への記載と解決責任者である園長への報告の後、そ 

の指示に基づいて、担当部長が直接調査あるいは担当 

課長が調査を実施し、対象者との面接等を行っています。 

苦情受付時に第三者委員の仲介の希望があれば、第三 

者委員へ連絡し、仲介に入っていただいています。 

 担当部長あるいはそのセクションの課長が事実確認を 

行った後、その解決策、対応について解決責任者の園長 

と担当部長が対応を協議し、対応策の実施あるいは対応 

指示を出します。 

 対応策等については、報告書を作成し、再発防止に繋 

げています。園全体として再発防止策が必要な場合は、 

月２回開催の課長（運営）会議において課題を共有のうえ 

解決策を論議し、その結果を各課長から職員に周知し行 

動に移しています。課内での検討が必要な事項について 

は、毎月の課会議にて検討し、その結果を課長会議等へ 

報告することとしています。 

 訴えた方が特定できる場合は、直接に調査結果とその 

改善策について報告し、理解を得るようにしています。 

 訴えた方が特定できない場合は、当園の投書箱「言うぞ 

うくん」の隣に設置した言うぞう君からのお便りボードに調 

査報告、対応策についてお便りとして掲示します。 

 職員対応等に不適切な点があった場合は、該当職員と 

その直接管理者に対して各担当部長が中心となり面接等 

を行い指導等を実施して行きます。再発防止に向けて園 

全体の対応が必要な事項については、園長あるいは担当 

部長より、朝の打ち合わせ会や月２回開催の課長（運営） 

会議において各セクションへ対応指示を行います。 

 なお、職員対応等の苦情において、当法人の懲罰規定 

に触れる行為等が発生した場合は、かながわ共同会懲戒 

処分規程に則り法人委員会の指示に従い、処分を実施 

し、施行後全職員へ周知、注意喚起を促します。 

 また、主だった苦情や事故については法人ホームペー 

ジにおいて半期ごとに公開しています。 

 

 

◇苦情解決システムについて、訪問調査で複数の事例

から確認できた内容は次のとおりでした。 

○「秦野精華園苦情解決処理要領」を作成し、苦情解

決体制や第三者委員を定めている。園長を苦情解決

責任者、３名の部長を苦情受付窓口担当として、苦

情処理にあたっている。施設内各所に「言うぞう君」

や「言う子ちゃん」のボックスを設置し、毎日、内容を

回収している。苦情対応については、お便りボードを

使用して、対応の内容を伝えている。 

○第三者委員２名が、苦情受付担当からの連絡を受

け、直接苦情解決にあたる体制が整備されている。 

○第三者委員については、湘南西地区苦情解決委員

会に加盟し、２名の第三者委員を置き、利用者の苦

情の対応にあたっている。苦情解決委員会には、現

在１３施設が加盟し、秦野精華園の園長が委員長を

務め、地域の障害者施設の苦情解決にあたってい

る。 

○苦情内容については、園長及び部課長出席の課長

会議で検討し、園長が朝の会で全職員に内容や対

応について説明し、周知・徹底を行っている。 

○苦情内容は、受付担当が、「苦情受付書」に内容と申

出人の希望や、第三者委員への報告の必要性など

を記入し、「苦情解決報告書」に対応の詳細を記録

し、第三者委員に報告している。また、ホームページ

に内容を掲載し、一般公開をしている。 

○平成２２年度は、利用者本人から３件、家族１４件、

その他１３件の合計３０件の苦情を受け付けている。

苦情ごとに内容を分析し、対策を明記している。 

○他園で発生した個人情報に関する事故や苦情を事

例として、園内の個人情報に関する事故防止につい

て、職員に意識の徹底を図っている。 

○あおぞらプラン委員会が中心になり、利用者の人権

擁護に関する職員研修を行い、苦情につながる職員

の行為に対して注意を喚起し、苦情の予防に取り組

んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

項目 

2-G2-1：個別支援計画（施設サービス計画）は、その内容は利用者が理解できる具体的な支援方策であ

り、策定には利用者の参加と合意がなされ、かつその計画に従い、具体的に実施されるとともに、必要に応

じて見直しが行われていますか。 

設問 
個別支援計画について、利用者参加のもとでの策定・実施と利用者の状況の変化等に応じた内容の見直

しについて、どのように取り組んでいますか。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

 

当園の特色である多機能型日中支援においては、生活 

訓練と就労移行支援については、３ケ月ごとの個別支援

計画作成会議とその見直しに向けたモニタリング会議を

実施しています。また生活介護については６ケ月ごとに個

別支援計画作成会議とモニタリング会議を実施していま

す。 

 個別支援計画の原案作成においては、本人あるいはご 

家族・後見人と担当職員との面接を原則としており、本人 

の意志の確認が難しい方で、ご家族等が見直し期間に来 

園できない場合は郵送にて原案をお送りし、要望などを電 

話にて確認し、個別支援計画を作成しています。 

 毎月の課内のグループ会議・日中支援課会議や３ケ月 

あるいは６ケ月ごとのモニタリング会議・個別支援会議に 

おいて原案をもとにグループで検討し、完成した個別支援 

計画を本人とご家族、後見人へ面接にて説明し、了解を 

得て支援を実施します。 

 また、当園は、６年程度の有期限利用を原則としている 

ことから、利用開始後６ケ月以内の初期診断会議、利用２ 

年経過後の中期診断会議、５年利用経過後の終期診断 

会議において、本人、ご家族、援護地ケースワーカー、必 

要により関係機関と当園スタッフ参加による中で、個別支 

援計画に基づく支援方針の確認を行っています。 

 

 

◇利用者の希望や意向をふまえ、利用者の理解度や

意思能力にあわせた個別支援計画の説明と合意の

方法、及び計画の見直しについて、訪問調査で複数

の事例から確認できた内容は次のとおりでした。 

○アセスメントで利用者の思い（希望や夢）を確認し、環

境条件を考慮し、利用者がどのように生活することを

望んでいるか、また、どのような支援が必要なのかを

明らかにし、個別支援計画に反映している。 

○モニタリングシート及び個別支援計画書には、すべて

漢字にはルビをふり、利用者が読みやすいように配

慮している。 

○秦野精華園では「夢のある個別支援計画の実施」と

いう理念のもとに、利用者・家族にわかりやすい計画

の策定に努めている。課題解決にとらわれすぎるこ

となく、本人の思いや希望をかなえるには、どのよう

に支援すればよいかに視点を置いている。 

○個別支援計画のスタンダードモデルを構築している。

利用者の障害状況や生活能力に応じ、本人が理解

しやすく無理のない課題と方法を選択し、本人の希

望に合わせて支援内容を設定できるようにしている。 

○スタンダードモデルは、就労支援、活動、対人支援な

ど１４のジャンルに分けて作成され、レベルに応じた

個別支援課題と支援内容及び実現のための協力依

頼先を明記している。 

○生活訓練と就労移行支援については、３ケ月ごとに、

また、生活介護の利用者に対しては、６ケ月ごとに、

個別支援計画の見直しを実施し、利用者への説明と

同意を行っている。 

○個別支援計画の見直しに際して、個別支援計画の課

題ごとにモニタリングを行い、モニタリング会議で職

員間の評価の意識合わせを行い、検討結果を利用

者に説明して、同意のサインをもらっている。 

○秦野精華園は、６年程度の有期限利用施設であり、

利用後３～６ケ月の初期診断会議、３年目の中期診

断会議及び利用６年目の終期診断会議を実施して

いる。診断会議では、初期、中期、終期の支援方針

を決定している。会議には、園長他関係職員、利用

者本人・家族、市町村ケースワーカーなど関係者が

参加し、診断会議の結果を受けて「診断票」に総合所

見を記述し、個別支援計画に反映している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

項目 

2-G2-2：個別支援計画（施設サービス計画）は、ケアマネジメントの理念に基づき、利用者が主体的に生活

するために必要な意欲、知識等を経験的に育む支援が計画され、かつその計画に従い具体的に実施され

ていますか。 

設問 
利用者が望む暮し方にあわせた生きがいづくり、エンパワメント支援(本人の内なる力の発揮への支援)に

ついて、どのように取り組んでいますか。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

 

当園では、平成２０年の障害者自立支援法の新体系へ 

移行を機に、「夢のある個別支援計画の実施」を合言葉と 

して個別支援計画作成プロジェクトを発足させ、全園的に 

個別支援計画作成のあり方、各事業の特性に合わせた 

書式やスタンダードモデルプログラムの構築について取り 

組んで来ました。 

 当園の支援は、６年程度の有期限利用と利用者個々の 

ステップアップ支援を基本としており、入所支援において 

は、地域生活移行あるいは、就労移行に向けた具体的な 

支援プログラムを本人の希望に沿って提供して行きます。 

 たとえば、当園の生活ホームに設置したホーム体験部 

屋の活用プログラムや出身地周辺のグループホーム・ケ 

アホーム、日中活動支援施設等の見学会、あるいは体験 

利用などの実施を行っています。就労移行支援の利用者 

であれば企業実習への参加プログラム、ハローワークへ 

の定期訪問、就職説明会への参加などの支援プログラム 

を支援期間ごとに個別支援計画として提供しています。 

 重度の利用者については、情緒的な安定やてんかん発 

作等の軽減、課題行動の軽減に向けた生活環境等の構 

築などを個別支援計画に基づき実施し、本人やご家族等 

の希望する生活に繋ぐ施設等への移行などの支援を提 

供します。 

 

 

◇利用者の生きがいづくり、エンパワメント支援につい

て、訪問調査で複数の事例から確認できた内容は次

のとおりでした。 

○「夢のある個別支援計画の実施」を実現するために、

平成２１年１月に個別支援計画作成プロジェクトを立

ち上げ、個別支援計画作成の在り方やモニタリング

実施の視点などを整備し、１４のジャンルごとの個別

支援計画スタンダードモデルを作成している。 

○個別支援計画の策定に際し、アセスメントにより利用

者のニーズを把握し、利用者の現在の生活の背景

や、生活の特有な背景、本人の希望や要望を妨げて

いる理由を、ワークシートに記述している。個別支援

会議で利用者支援の個別目標や実現の方法を検討

し、利用者支援の課題を個別支援計画に反映してい

る。 

○利用者とともに行う問題解決のプロセスを重視し、利

用者の強さ（ストレングス）に着目した支援を心掛け

ている。 

○「夢のある個別支援計画の実施」の理念のもとに、個

別支援計画を策定している。問題解決にとらわれす

ぎることがないように、利用者本人の思いや希望を

かなえるための支援に努めている。個別支援計画ス

タンダードモデルに、「夢シート」があり、「ＡＫＢ４８の

コンサートに行きましょう。そのために身だしなみを整

えましょう。電車の乗り方を覚えましょう。」などの内

容が盛り込まれている。 

○就労移行や地域生活移行に向け、体験部屋利用プ

ログラムを活用し、課題であった対人関係改善のス

キルの向上を図り、就労支援につなげた利用者の事

例がある。 

○秦野精華園の生活ホーム（グループホーム、ケアホ

ーム）に設置したホーム体験部屋や、利用者の出身

地周辺のグループホーム、ケアホームの体験利用な

どを積極的に実施している。利用期間は３～５日の

利用が多いが、利用者の障害特性や希望に応じて、

利用日数や回数を決定している。平成２２年度は延

べ７４名が体験利用を経験している。利用者の障害

特性に応じて生活ホームの利用を経験することで、

地域移行の意識付けを図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

項目 
2-G2-3：リスクマネジメントマニュアルが作成され、全職員に徹底されており、個別支援計画（施設サービス

計画）に対して確認がなされていますか。 

設問 
過去のインシデント・アクシデントの集計データの分析により、利用者が主体的に生活するうえで予見される

事故の予防をはかるために、どのように取り組んでいますか。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

  

リスクマネージメントへの取り組みとしては、法人全体と 

して法人リスクマネージメント委員会（隔月開催）におい 

て、法人内の４園で共通するリスクマネージメントに係わ 

る事案について検討しています。 

 法人での決定事項については、園内課長会議（運営会 

議）園内リスク委員会や法人情報ネットワーク網のおしら 

せ機能等を通じて全職員を対象に周知を図っています。 

 園内においては、園内リスクマネージメント委員会を毎 

月開催し、月ごとの「ヒヤリハット報告」の集計や分析（Ｈ 

２０～）、事故報告書等に基づくリスクマネージメント等に 

ついて検討しています。なお、リスクマネージメント委員会 

では、ヒヤリハット・マップの作成（Ｈ１８）、吸引ノズルマッ 

プ（Ｈ１９）、四半期ごとに園全体としての取り組み目標を 

ポスター（Ｈ２１～）等の掲示、各課が交代で担当するヒヤ 

リハットニュースの発行（Ｈ２２～）などにより全職員を対象 

にリスクマネージメントへの取り組みの啓発を行っていま 

す。平成２３年度は、ヒヤリハット作成マニュアルの改訂版 

「ヒヤリハットから始めよう２」を全職員に配布しました。 

 また、当園において平成１９年３月に発生したマイクロバ 

スの重大事故の経験から園内衛生委員会等において車 

両事故を想定した救援マニュアル、安全運行マップ等の 

改定について概ね２年程度の期間ごとに取り組んでいま 

す。 

 インシデント・アクシデントの集計分析による個人への対 

応については、個々人の障害特性もあることから、各課に 

おいて利用者個々のリスク確認表の改定を適時行い、ま 

た各課の申し送り表などで事故防止の注意事項を担当・ 

主任から行っています。誤薬等、事業所として起こりやす 

いリスクについては、リスク委員会、保健委員会において 

検討し、各課の委員会から課会議を通して周知します。各 

課のマニュアル等の見直しにも適時対応します。 

 事故の発生の対応については、事故報告書を作成し、 

事故の原因を明らかにして、対策を検討し再発防止に努 

めています。緊急性が高い事項については、毎日の朝の 

打ち合わせ会を通じて園内に周知を図り再発予防に取り 

組んでいます。 

  

 

◇データ分析による事故の予防の取組について、訪問

調査で複数の事例から確認できた内容は次のとおり

でした。 

○平成２０年度にリスクマネジメント委員会を立ち上

げ、利用者の事故防止に努めている。平成２２年度

は、「ヒヤリハット報告書」提出と、職員への啓発、「ヒ

ヤリハットニュース」の発行、四半期ごとのヒヤリハッ

ト目標設定による事故防止への意識の周知・徹底を

図っている。 

○リスクマネジメント委員会により、ヒヤリハットマニュア

ルを作成し、事故防止に努めている。毎月、「ヒヤリ

ハット報告書」を分析し、職員に周知し、事故防止の

注意喚起を行っている。平成２２年度は１９５１件の

「ヒヤリハット報告書」の提出があった。 

○月ごとの「ヒヤリハット報告書」を分析し、結果を職員

に周知し、再発の防止に努めている。課ごとに発生

時間帯別の件数や誤与薬、転倒、誤嚥などの発生

状況を分析し、課会議で対策を検討している。 

○２０か所以上の「ヒヤリハット・マップ」を作成し、外出

コースごとの事故発生のリスクのある地点をマーク

し、注意を喚起している。また、「外出時安全運転マ

ニュアル」を作成し、車両事故発生時の対応に努め

ている。 

○課ごとに、利用者の障害特性に応じた職員の配慮事

項を整備し、「利用者要配慮行動一覧表」を作成して

いる。一覧表には、てんかん発作や強度行動障害、

自閉症などの利用者特有の注意事項を具体的に記

載し、職員の注意を喚起している。 

○利用者の障害特性による個別のリスクに対して、職

員の配慮事項を適時、見直している。過飲（限りなく

水道の水を飲んでしまう）への対策など、個別のリス

クは個別支援計画に反映している。 

○３ケ月ごとに「ヒヤリハットニュース」を発行し、事故の

防止などを職員に呼び掛け、また、季節ごとに「個人

情報をもらしません」などのヒヤリハット目標を定め

て、施設内の各所に掲示して、職員への周知・徹底

を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

項目 
3-G2-1：各種マニュアル（生活支援、感染症対策、救命救急など）が確実に実行されるとともに、内容の検

証を行っていますか。 

設問 マニュアルの確実な実行と必要に応じた内容の見直し、検討について、どのように取り組んでいますか。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

  

当園では、４月の年度当初に２日間に渡り、新規採用

職員及び法人内他園等からの異動職員を対象に運営計

画書、各種規程及びマニュアルについて担当部課長から

説明や講義を行っています。 

 各種マニュアルについては、定期的に開催される法人

及び園内の委員会において必要に応じた内容の見直し等

の検討を行います。 

 現在園内においては、平成２３年度運営計画書の通り、

９つの委員会、２つの分科会、２つのプロジェクトがあり、

その委員会等においてマニュアルの基本的な実施の検

証、見直し等の検討が行われます。 

 最終的な決定については法人等の委員会の検討を経て

法人園長会議や園内のみの内容であれば課長（運営）会

議において決定し見直し等を実施します。 

 生活支援については、園全体としての大枠としてのマニ

ュアルを下に、各課の利用者の障害特性や職員の配置

及び勤務体制を考慮した実施マニュアルの制定となりま

す。 

 実施マニュアルについては、各課のグループ会議、課会

議、モニタリング会議等で検討し、その都度必要に応じて

変更を行っています。 

 感染症対策マニュアルの検討については、現在法人看

護課長会議及び県立施設看護課長会議等において検証

検討を進めています。 

 救命救急については、全職員を対象とした普通救命救

急講習（終了者は２～３年ごとの再研修）を毎年実施し、

秦野消防署から最新の救命方法について研修を受けて

います。 

 

 

◇マニュアルの確実な実行と内容の見直しについて、

訪問調査で複数の事例から確認できた内容は次の

とおりでした。 

○新規採用職員などに対しては、法人全体の採用前研

修を、１月に３日間にわたり実施している。常勤職員

については、３月に配属先の各園で２週間の実地研

修を行い、４月の初めには各園で、「新採用、異動職

員研修」を２日間実施し、秦野市内の諸施設の見学

を行うとともに、各種マニュアルの説明を行っている。 

○園内に９つの委員会、２つのプロジェクトがあり、各委

員会などは毎月もしくは隔月に集まりを持ち、マニュ

アルの検証、見直しを行っている。リスクマネジメント

など、法人全体の統一した関わりが必要なマニュア

ルなどは、法人の委員会で内容を検討している。 

○各課の生活支援マニュアルは、それぞれの利用者の

障害特性に合わせ、具体的な実施マニュアルとなる

よう、内容の見直しを行っている。実施マニュアル

は、毎月開催されるグループ会議や課会議での検討

を経て、個々の利用者に対して具体的な支援が提供

できるマニュアルとして整備している。 

○各生活課の生活支援マニュアルは、業務マニュアル

や業務表に、特別な配慮が必要な利用者に対しての

具体的な援助内容を記載し、マニュアルに基づいた

統一した援助ができるようにしている。 

○感染症対策マニュアルの検討については、２ケ月に

１度開催される県立施設看護課長会議で、統一した

マニュアルとなるよう取り組んでいる。 

○救命救急については、平成２２年度も講習会を３回

開催し、６５名の職員が参加している。緊急時のマニ

ュアルは、医務課で内容を検証している。 

○リスクマネジメント委員会では、毎月の検討の結果か

ら、「ヒヤリハットから始めよう」を改訂し、「ヒヤリハッ

トから始めよう２」を作成している。 

○各種マニュアルは、各課の支援員室に置き、内容を

いつでも確認できるようにして、マニュアルに基づい

たサービス提供を実行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

項目 3‐G2‐2：地域に対し、事業所の専門機能を発揮したサービス提供が行われていますか。 

設問 
地域に対する事業所の専門機能の還元や専門機能を活かした支援の展開について、どのように取り組ん

でいますか。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

  

当園は、地域に向けた施設が持つ専門機能の還元とし 

て次のような取り組みを実施しています。 

 

＜当園の作業を通した理解の促進＞ 

○園芸指導職員による園芸教室の開催 

（今年度２回で１７名の地域の方を受け入れ） 

○就労継続Ａ型事業製パン職員による製パン教室の開催 

（地域の方１０名を受け入れ） 

 

＜専門機能の発揮＞ 

○秦野市立南中学福祉講演会への講師派遣 

（２１年度より毎年１名派遣） 

○秦野市立大根中学体験交流授業の受け入れ 

 （２年生２名受け入れ） 

○東海大学専門ゼミ「障害者の就労について」授業受け

入れ（学生１３名教授・職員１名参加） 

○県立養護学校等実習の受け入れと作業・生活評価の

実施（平成２２年３３名延べ１１７日、平成２３年度９月ま

で１４名１１１日） 

○県立高校等教職員研修の受け入れ 

 （平成２２年１１名延べ３４日、平成２３年２３日） 

○他法人等施設職員研修の受け入れ 

  （平成２３年度３法人３名延べ１２日の受け入れ） 

○他法人非常勤職員等研修会の講師派遣 

○神奈川県サービス管理責任者分野別研修インストラク

ターへの派遣（２３年度地域生活２名・就労分野２名・生

活介護２名） 

○ＫＣＮ依頼の他法人リスクマネージメント研修会への講

師派遣 

○ＧＨ設置推進事業への参画（地域支援部長、地域生活

支援課員） 

 

＜地域の協議会等への参画＞ 

○秦野市自立支援協議会会長（園長）としての参画 

○県立平塚養護学校評議員（園長） 

○伊勢原市自立支援協議会就労部会委員（地域支援部

長） 

○秦野市自立支援協議会相談支援部会委員長（地域サ

ービス課主任支援員） 

○秦野市介護給付費等支給審査会委員の派遣（臨床心

理士） 

○湘南西地区苦情解決委員会事務局 

 

 

◇地域に対する事業所の専門機能の還元や専門機能

を活かした支援の展開について、訪問調査で複数の

事例から確認できた内容は次のとおりでした。 

○地域の方に向け、園芸指導職員による園芸教室や、

製パン職員による製パン教室を開催している。教室

の開催後は、アンケートを実施し、次の取り組みにつ

なげている。また、資源回収などを地域の自治会と

一緒に行っている。地域の方がいつでも気軽に利用

できるよう、同一敷地内に、喫茶「ラポールセイカ」を

開いている。 

○地域の自治会などと一緒に活動する他、秦野精華園

のグラウンドや体育館、会議室、多目的室の利用

を、地域に広く開放している。 

○障害者自立支援プロジェクトとして、東海大学と共同

で、平成１９年度より、パンの移動販売を行ってい

る。また、近隣の中学校の福祉講演会への講師派遣

や、体験交流授業の受け入れを行っている。養護学

校などの実習の受け入れを積極的に行っている他、

教職員、他法人職員研修の受け入れや、講師派遣

など、様々な事業に取り組んでいる。 

○園長や職員が、秦野市や伊勢原市の自立支援協議

会に、役員や委員として参加している。 

○地域の方に向け、施設本体に相談支援職員を配置

している。その他、喫茶「ラポールセイカ」の１階に常

時、相談コーナーを設置し、伊勢原シティプラザに

も、週２回、相談支援職員を派遣している。 

○グループホームやケアホームを利用し地域生活へ移

行した方や、地域の中軽度の障害者を対象にして、

通所チャレンジセンターにて、生活訓練や就労移行

支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業を実施している。

通所チャレンジセンターにおいて、地域の中軽度の

障害者に対して、地域生活での安定と就労移行など

の有期限のステップアップ支援を提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

項目 
3‐G2‐3：自己評価結果を公表するとともに、その提供する福祉サービスの課題を分析し、その結果を利用

者支援システムとサービス管理システムの改善に反映させていますか。 

設問 
事業所全体での自己評価の実施ならびに評価結果をもとにした組織的な課題の把握と改善について、ど

のように取り組んでいますか。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

  

当園では、あおぞらプラン委員会を中心に、人権擁護

に関する取り組みと、委員会で検討した全園的に取り組

む利用者支援サービスの自己評価基準を定めたあおＰ大

作戦に基づいて、年２回の職員自己評価を実施していま

す。 

 この自己評価アンケートの結果については、あおぞらプ 

ラン委員会の中で検討分析し、年１回実施する利用者ア 

ンケートの結果とともに冊子にまとめ各課へ配布し、サー 

ビスの改善へ反映しています。 

 

○当園独自の人権マニュアルの作成（あおぞらプランに

準じて「あおＰ大作戦」を冊子化し、全職員に配布） 

○職員向け人権意識調査を実施（「あおＰ大作戦」の遵守

状況をアンケート形式で確認） 

○当園は、神奈川県より指定管理者制度に基づく運営委

託となっており、半期ごとの自己モニタリング報告を提

出し、県の評価を受けています。なお、改善点等があれ

ば県の指導に従い改善します。このモニタリングについ

ては、神奈川県のホームページにて公開されていま

す。 

○その他、大学・専門学校生へのアンケート調査、教職員

等研修生へのアンケート調査も実施しています。 

 

 

◇事業所全体での自己評価、組織的な課題の把握と

改善について、訪問調査で複数の事例から確認でき

た内容は次のとおりでした。 

○各課から委員を選出した「あおぞらプラン委員会」を

中心にして、利用者支援サービスの自己評価を実施

している。職員の自己評価は常勤の全職員を対象

に、年２回、定期的に実施している。自己評価結果

は、集計→コメント→分析をしてまとめている。今年

度は自由記述の評価を３回入れ、年５回実施する予

定である。 

○「あおぞらプラン委員会」では、あおぞらプランを基に

して、平成２２年度に「あおＰ大作戦ｐａｒｔ４」を冊子化

し、全職員に配布することで、利用者の人権擁護に

対する取り組みを推進している。 

○職員の自己評価を定期的に行うとともに、利用者へ

のアンケートを年１回実施している。利用者アンケー

トは自記式と聴き取りの項目を設けている。職員の

自己評価結果と合わせ冊子にまとめ、各課に配布し

ている。 

○利用者アンケートを定期的に実施する他、実習生な

どに対しても、実習終了後にアンケート（モニタリング

アンケート）を行い、施設運営に活かすことができる

ように取り組んでいる。モニタリングアンケートの結果

も、職員の自己評価結果などとともに、冊子にまとめ

ている。 

○神奈川県からの指定管理者制度に基づく運営委託

に対して、半年に１回、園長、総務部長、支援部長に

より、自己モニタリング報告を作成し、県の評価を受

けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

項目 
3-G2-4：利用者支援システムとサービス管理システムの実施結果や自己評価の結果に基づいて、サービ

スの質の向上を目指した実践的な教育訓練を実施していますか。 

設問 
自己評価の結果や苦情申出、事故報告などで把握した事業所の現状の課題に対応した職場内での実践

的な教育訓練について、どのように取り組んでいますか。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

  

職員研修については、常勤職員（約４００名）を対象とし 

た法人階層別研修と法人内各園が独自に企画する園内 

研修があります。 

 今年度法人研修委員会が中心となり企画、実施した階 

層別研修では、法人全体テーマとして「リスクマネージメン 

ト」と「個別支援計画の作成」を取り上げ、サービスの向上 

を目指しています。 

  

園が独自に企画する園内研修・講習会は、次のとおりと 

なっています。 

○園内研修委員会では、当園の利用者の障害特性を検

討し、発達障害勉強会、精神障害勉強会、ネグレクト

（被虐待）勉強会を実施しています（児童精神科医・子

ども虐待ネグレクト防止ネットワーク理事長・臨床心理

士・大学講師等へ講義を依頼）。 

○事故防止等への対応としては、秦野消防署の指導によ

る普通救命・応急手当講習会を毎年実施します。 

○衛生委員会は、腰痛予防講習・護身術・メンタルヘルス

講習・安全運転講習等を外部講師を招いて実施してい

ます。 

○あおＰ委員会は、湘南西地区苦情解決委員会との共催

で人権研修を毎年開催しており、今年度は「利用者の

性について」外部講師を招き、講義とグループディスカ

ッションを実施しました。また、現在、利用者支援におい

て性教育の必要性が課題となっており、１月に秦野保

健所の協力を得て利用者向け講義を実施します。 

○当園は、多機能型事業所としての特色があり、個別支

援計画の作成について新採用及び異動職員全員を対

象とした個別支援計画勉強会を実施し、「夢のある個別

支援計画作成」の理解推進に取り組んでいます。 

○非常勤職員や新採用職員を対象に、今年度より知的障

害者支援の理解を促進するための月１～２回程度の基

礎勉強会を支援部長が講師として開催しています。 

○そのほか、法人の研究援助事業グループ自主勉強の

一環として園内において他法人職員も参加したＳＳＴ研

修を実施しています。 

 

 

◇サービスの質の向上に向け、職場内での実践的な教

育訓練について、訪問調査で複数の事例から確認で

きた内容は次のとおりでした。 

○園内の研修委員会の代表２名が、法人研修委員会

のメンバーとして参加している。法人階層別研修は５

階層に分かれて実施している。法人全体のテーマと

して、「リスクマネジメント」と「個別支援計画の作成」

に重点を置き、法人全体でサービスの向上を目指し

た取り組みを行っている。 

○園内研修については、園内研修委員会が中心にな

り、他委員会主催の研修会の実施も考慮しながら、

年間の研修計画を策定している。園内研修では、利

用者の障害特性を検討し、研修会の担当者を決め、

発達障害勉強会や精神障害勉強会、ネグレクト勉強

会を企画している。園外研修の参加者は、課長会議

の中で参加者を決定している。 

○あおぞらプラン委員会では、湘南西地区苦情解決委

員会との共催で、毎年、人権研修を開催している。今

年度は利用者を対象に、性教育に関する講義を実施

する予定である。 

○新採用職員及び異動職員を対象として、「夢のある

個別支援計画の実施」の理解を目指して、個別支援

計画の作成勉強会を複数回、実施している。 

○今年度より、支援部長を講師として知的障害者の支

援を理解するため、非常勤職員などを対象に勉強会

を実施している。その他、自主勉強会として、他法人

職員も参加し、発達障害の勉強会やＳＳＴ勉強会、ネ

グレクト勉強会などを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

項目 
4－G2-1：日中活動支援に関しての利用者一人ひとりに適したサービス提供への取り組みについて説明し

てください。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

 

①「生活介護１」については、利用者の状況が多岐に渡ってい

ることから、身体機能の維持と生活リズムの安定を目標とす

るグループ（屋外活動作業：活動Ａ・Ｂ、環境美化作業の３活

動）と作業導入や安定した作業への取り組みを目的とするグ

ループ（リサイクル作業、個別プログラム作業の２活動）の二

つの区分により支援を展開しています。基本的に午前・午後

とも９０分程度のグループ活動プログラムと毎週火・金曜日

の午後は生活課ごとの外出プログラム、ビバノンデー（のん

びり入浴）やおやつ作りなどの余暇プログラムや個別支援の

時間を設け、個別支援計画に沿った支援と「潤いのある生

活」に繋げてきました。 

②「生活介護２」については、２年から３年の有期限事業である

生活訓練や就労移行事業において、利用期限内に地域生

活移行や就労移行が出来なかった方を対象に、今年度（当

園は平成２０年４月に障害者自立支援法体系へ移行したた

め、２３年３月にて当該事業の利用期間が修了した方が発

生）より日中活動支援を開始しました。この「生活介護２」に

ついては、作業プログラムや生活マナープログラムを中心と

して次の支援への移行を前提とした支援プログラムを提供し

ています。 

③「生活訓練」については、基本的な利用目的が、地域生活へ

の移行や出身地支援事業（ケアホーム・グループホームある

いは入所施設）への移行を前提としており、社会生活におけ

るマナーや生活スキルの向上、ボランティア指導者の協力に

よる書道や絵手紙などの余暇支援、公共施設や交通機関の

利用など地域生活への移行を意識できるプログラム、利用

者の自信づけにつながる作業プログラムの提供を行ってい

ます。 

当園の「生活訓練」では、中軽度の知的障害者でネグレクト

等被虐待体験等により社会的養護の必要な方を積極的に受

け入れており、こうした方については、臨床心理士による定

期的な心理面接も特別支援として取り入れています。また、

地域生活への移行を意識できるように就労移行支援利用者

とともにＳＳＴ支援も実施します。 

 

 

◇訪問調査で確認できた事項は次のとおりでし

た。 

①日中活動における「生活介護１」では、６０人の

利用者を対象に、身体機能の維持と生活リズム

の安定を目標とするグループは、サーキット歩

行活動や環境美化作業の活動を行っているこ

と、作業導入や安定した作業への取り組みを目

的とするグループは、リサイクル作業や個別プ

ログラム作業を行っていることを、「日中支援体

制の特色」で確認した。また、活動時間以外に

は、社会体験や日中の入浴等の支援を行って

いることを、「生活介護社会科見学」や「週末予

定表」、「日用品外出予定表」で確認した。 

②「生活介護２」では、利用期限内に地域生活移

行や就労移行ができなかった１６人の利用者を

対象に、地域移行推進プログラムとして、椎茸

栽培を行っていること、これまでの取り組みを維

持できるように、園内外の実習や施設見学、社

会マナー講座等を継続的に支援していること

を、「日中支援体制の特色」や「マナー講座プロ

グラム」、「あいさつ身だしなみチェック表」で確

認した。 

③「生活訓練」では、１２人の利用者を対象に、生

活訓練プログラムとして、製品の箱詰めの外注

作業を行っていること、対人関係の構築や社会

性を高める目的で、社会マナー講座等を設定し

ていること、ネグレクト等被虐待体験等により社

会的養護の必要な方には、臨床心理士による

心理面接等も取り入れていることを、「日中支援

体制の特色」や「マナー講座実施記録」、「ＳＳＴ

実施記録」で確認した。 
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項目 
4－G2-2：就労支援に関しての利用者一人ひとりに適したサービス提供への取り組みについて説明してくだ

さい。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

  

当園は、平成２０年の障害者自立支援法への移行時には、 

入所支援施設の就労支援サービスとして、「就労移行支援」 

（以下「移行」）と「就労継続支援Ａ型」（以下「Ａ型」）での支援を 

提供していました。 

①入所「Ａ型」については、触法行動や対人関係の構築におい

て大きな課題があり、一般企業等への就労移行が現時点で

は困難な方への就労支援として園内での製パン事業や軽食

喫茶事業での雇用を展開しました。こうした入所「Ａ型」利用

者の受け入れ可能な生活ホームの設置を計画的に推進しま

した。入所「Ａ型」利用者を対象に毎年２～３名程度へ地域生

活移行プログラムを実施して、平成２３年４月にすべての入

所「Ａ型」利用者が地域生活へ移行。移行後は通所チャレン

ジセンターの「Ａ型」利用者として雇用も継続できる体制を提

供しました。平成２３年度より、入所支援施設においては「Ａ

型」を廃止し、就労支援は、「移行」事業のみで実施していま

す。 

②「移行」においては、園内でのフロアーやトイレ等の清掃業

務、ワックスがけ作業を通して基本的作業態度等の習得や

清掃技術指導者からの清掃器具（ポリッシャー等）の技術指

導を受けています。「移行」利用者については、入所から６ケ

月以内を目安に出身地を中心としたハローワークと就労・生

活支援センターへの登録を実施し、定期的なハローワーク訪

問、会社面接会への参加、体験的な企業実習への参加など

個別支援計画に基づく就労支援を提供しています。生活面

や就労マナーの向上については、ＳＳＴロールプレーを適時

開催してグループワークとして取り組んでいます。 

③企業実習については、登録した就労・生活支援センターと協

力して実施し、「移行」後、センターへの支援移行がスムーズ

に行えるよう配慮します。当園に独自に配置しているジョブコ

ーチを中心とした職場開拓により、実習先や就労先の開拓

が進んできており、今年度については２名の方の就労移行

が実現できました。 

 

 

◇訪問調査で確認できた事項は次のとおりでし

た。 

①入所就労継続支援「Ａ型」については、受け入

れ可能な生活ホーム（グループホーム、ケアホ

ーム）を整備し、地域生活移行プログラムを実

施し、すべての利用者が地域生活へ移行したこ

と、移行後は通所チャレンジセンターの就労継

続支援Ａ型の利用により、製パン製造、販売等

を行っていることを、「日中支援体制の特色」で

確認した。 

②就労移行支援については、１２人の利用者に対

して、職場適応プログラムとして、清掃作業を行

っていること、定期的なハローワーク訪問や会

社面接会、企業実習への参加を行っていること

を、「日中支援体制の特色」や「地域サービス事

業取り組み状況実績表」で確認した。また、生

活面や就労マナーの向上を目指し、生活、職業

マナー講座を開催していることを、「ＳＳＴ実施記

録」や「マナー講座実施記録」、「個別支援計画

書」の事例で確認した。 

③就労移行支援における企業実習については、

指定管理者制度の第１号職場支援を活用し、

園内にジョブコーチを配置し、職場開拓や実習

先、就労先の開拓を進めていることを、「地域サ

ービス事業取り組み状況実績表」で確認した。 
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項目 
4－G2-5：地域生活移行支援に関しての利用者一人ひとりに適したサービス提供への取り組みについて説

明してください。 

事業所 自己評価 評価機関による調査結果 

 

①当園は、「ネグレクト等被虐待体験により家庭基盤の弱い社

会的養護の必要な知的障害者」の自立支援と「医療少年院

等矯正施設の仮退院者や起訴猶予処分等触法知的障害者

あるいは触法行為の頻繁な知的障害者」の自立支援という２

つの役割を県立障害者支援施設として担っています。こうし

た支援対象者の多くが、中軽度の知的障害者であり、その

日中の支援事業としては、就労移行支援か生活訓練におい

て取り組むことになります。県立施設として養護性の高いこう

した方の地域移行を推進するため、平成２１年度より、全園

的な取り組みとして「触法・ネグレクト等地域移行プロジェク

ト」を発足させ地域移行に向けた取り組みを検討していま

す。 

②ネグレクト等被虐待体験の方については、金銭管理や社会

マナーの取得、家族関係の調整、臨床心理士を中心とした

心理面接や箱庭療法、プレイ、描画などを、性的虐待体験者

については個別の性教育など一人一人の精神状況や社会

適応力等に配慮した支援を提供しています。 

③触法関連の方については、神奈川県地域生活定着支援セン

ターや保護観察所、援護市町村ＣＷ、出身地相談支援事業

所を交えた自立支援会議を定期的に開催し、その中で本人

の希望や被害者並びにその家族の意向に考慮した自立支

援プログラムを検討し、個別支援計画に基づき提供していま

す。また、当園地域生活支援課の生活ホームに設置したホ

ーム生活体験部屋を計画的に活用する支援プログラムも提

供しています。 

④なお、諸事情により、出身地への地域生活移行が困難な方

については、当園の生活ホーム利用による地域生活移行プ

ログラムを実施しています。 

 

 

◇訪問調査で確認できた事項は次のとおりでし

た。 

①秦野精華園は、家庭基盤の弱い社会的養護の

必要な知的障害者や、触法関連の知的障害者

が地域移行できる取り組みを、県立施設の役割

として推進している。これらの事業を推進するた

めに、触法・ネグレクト等地域移行プロジェクト

を発足させ、取り組みを検討していること、地域

生活への移行を目指した生活ホームを整備して

いることを、「触法・ネグレクト等地域移行プロジ

ェクト会議録」で確認した。 

②ネグレクト等被虐待体験を持つ利用者について

は、臨床心理士による心理療法等の支援を行

っていること、性的虐待体験者には一人ひとり

の精神状況や社会適応能力等に配慮した支援

を行っていることを、「体験交流セミナー」の内容

で確認した。家庭環境の問題から入所を受け入

れ、モニタリング会議や診断会議を継続し、企

業への雇用につながった事例を「個別支援計画

書」で確認した。 

③④触法関係の利用者については、神奈川県地

域生活定着支援センター等と連携し、これまで

に５人の利用者を受け入れていること、出身地

への復帰が困難な利用者も多いことから、秦野

精華園の生活ホームへの移行を支援している

ことを、「触法・ネグレクト等地域移行プロジェク

ト会議録」で確認した。 
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２－２．利用者への調査２－２．利用者への調査２－２．利用者への調査２－２．利用者への調査    

～～～～    利用者利用者利用者利用者（（（（家族家族家族家族））））アンケート調査をアンケート調査をアンケート調査をアンケート調査を実施実施実施実施した結果ですした結果ですした結果ですした結果です    ～～～～    
    

利用者（家族）アンケート調査は、神奈川県社会福祉協議会の「福祉サービス利用者意向調査キット」を用いて

実施した。 

 

１．調査の状況１．調査の状況１．調査の状況１．調査の状況    

調査期間 平成２３年１１月７日 ～ 平成２３年１２月７日 

調査方法 所定の調査票（アンケート）による。 

調査対象者の匿名化 
調査は無記名で行い、調査結果から回答者について個人が特定化され

る場合は、神奈川県社会福祉協議会で匿名化をはかった。    

アンケート調査票の送付 対象者には事業所を経由して調査票を配付した。 

アンケート調査票の回収 
記入済みの調査票は対象者から直接、神奈川県社会福祉協議会に郵送

された。 

回収の状況 

＜生活介護/生活訓練＞ 

調査票配付数 ４８通 ： 返送通数 ４６通 ： 回収率  ９５.８％ 

＜就労移行支援＞ 

調査票配付数 １１通 ： 返送通数 １１通 ： 回収率 １００.０％ 

    

２．調査結果の傾向２．調査結果の傾向２．調査結果の傾向２．調査結果の傾向    

 

●アンケート調査全体の傾向 

 

＜生活介護/生活訓練＞ 

○アンケートの回答者は、利用者本人が７０％で、本人以外が３０％であった。 

○事業所のサービス全体の満足度は、「全体的にとても満足である」が２４％、「全体的に満足である」が３３％

であった。 

○「全体的に満足しているが、一部改善してほしい点がある」は３０％、「全体的に不満である」は７％であった。 

○サービス利用前後での気持ちの変化の設問では、「安心して生活できるようになった」が５９％で最も高い回

答となっており、次いで「生活を楽しめるようになった」が４８％となっている。 

○自由意見では、良い点：４４件、努力を期待したい点：２８件、その他意見：２７件の計９９件の意見が寄せら

れた。 

○良い点の自由意見では、行事・外出、職員の対応、食事に関する意見が多く寄せられていた。 

○努力を期待したい点の自由意見では、職員の対応、利用者間のトラブルについて意見があがっていた。 

 

＜就労移行支援＞ 

○アンケートの回答者は、利用者本人が１００％であった。 

○事業所のサービス全体の満足度は、「全体的にとても満足である」が２７％、「全体的に満足である」が１８％

であった。 

○「全体的にやや不満である」は３６％であった。 

○サービス利用前後での気持ちの変化の設問では、「安心して生活できるようになった」が６４％で最も高い回

答となっており、次いで「元気になった」が５５％となっている。 

○自由意見では、良い点：５件、努力を期待したい点：２件、その他意見：２件の計９件の意見が寄せられた。 

○良い点の自由意見では、行事に関する意見が寄せられていた。 
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３．発展的サービス評価３．発展的サービス評価３．発展的サービス評価３．発展的サービス評価    

～～～～    事業所におけるサービスの質の向上のためのシステムについての評価結果です事業所におけるサービスの質の向上のためのシステムについての評価結果です事業所におけるサービスの質の向上のためのシステムについての評価結果です事業所におけるサービスの質の向上のためのシステムについての評価結果です    ～～～～    

 

  

取り組み                        

 

  

取り組み期間 

 

PDCAPDCAPDCAPDCA    取り組みの概略 

｢｢｢｢PPPP｣｣｣｣    

目標と目標と目標と目標と    

実践計画実践計画実践計画実践計画    

ネグレクト等被虐待体験で「社会的保護を必要とする知的障害者」の地域生活移行や就

労支援等の自立支援については、具体的な支援内容、方法等が確立されておらず、全国

的にも大きな課題となっている。Ａさんは平成２３年１２月末にて入所就労移行支援の

利用期間を終了することもあり、今年度４月に、地域生活への移行に向けた支援を全園

的に取り組むことを確認した。Ａさんにはこれまでも、地域生活移行に向けた生活ホー

ム体験利用や小遣いの自己管理等の働きかけを行ってきたが、利用期間終了が迫ってい

るが具体的な目処が立たない状況にある。Ａさんへの支援目標を以下に掲げた。 

＜長期目標＞ 

・Ａさんの生活ホームを利用した地域生活移行を実現する。居宅介護サービス等の活用

による本人が幸福感を感じられる生活を実現する。 

・上記実践を通して、家庭的基盤（ネグレクト等被虐待、養育能力）の弱い知的障害者

の地域生活や就労への移行を支援して、内外に示せるスタンダード支援の構築に取り

組み、障害者支援を推進する。 

＜短期目標＞ 

・本人の地域生活移行への意識を高め、具体的な地域生活を描けるように設定課題に取

り組む。 

地域生活スタンダード支援プログラムを活用し、以下を掲げ、取り組みを開始した。 

＜Ａさんへの直接支援＞ 

①外出等の余暇活動や自由時間の計画的な過ごし方を自らで企画・立案し、実施する。

併せて地域生活におけるマナーを身につける。 

②携帯電話の利用についての利用マナー、自己管理とコスト意識を身につける。小遣い

の範囲内で責任を持って利用する。 

③実際の移行を予定している生活ホームの体験利用を実施し、地域生活を積極的に楽し

む。 

④ハローワーク等外部就労支援資源の利用と就労移行意識の向上に取り組む。 

＜園全体としての目標＞ 

⑤Ａさんの地域生活への移行支援を通して、これまで当園が構築してきた地域生活や就

労への移行プログラムを家庭基盤の弱い方の移行支援において実践し、内容等の検

証、改善を図る。 

Ａさんへの支援を通して、「地域生活移行のスタンダード支援の確立」と「ネグレクト 

等被虐待体験者や家庭養育基盤の弱い方の支援方法の確立」について、同時に取り組ん 

だ。触法・ネグレクト等被虐待体験者地域移行プロジェクトとの協働の取り組みとした。 

    

    

｢｢｢｢DDDD｣｣｣｣    

計画の実践計画の実践計画の実践計画の実践    

    

具体的な計画の実践 

①について 

・（期間９月～）担当職員と相談し、当園ガイドヘルパー制度等を活用した外出計画書

の作成と報告書を作成する。本人自身が、地域生活を意識して過ごす休日外出計画書

の作成と報告書を作成する。担当・主任・課長・部長・園長までの本人が持ち回りに

て複数職員からの意識付けと確認を受ける。 

入所利用期間の終了を３か月前に控えた家庭養育基盤の弱い利用者の 

地域生活移行支援と就労支援への取り組み 

 

２３年９月～１１月 
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②について 

・（期間９月～）携帯料金の家族負担を自分の小遣いの範囲内での支払いを約束する。 

・（期間 10 月～）本人携帯管理時間の変更：これまで外出時や帰宅時のみ自己管理とし

ていたが、平日は作業時間後就寝までの５.５時間の自己管理、休日は起床から就寝

時間帯までの自己管理へ変更する。 

・（期間 11 月～）有害サイトの利用制限の実施。料金プランの見直し。地域生活におい

て、本人の携帯所持の必要性についての評価の実施。 

③について 

・（期間９月、２泊３日）生活ホームの体験利用部屋を活用し、担当が提案した計画に

基づき休日等の体験利用を実施する。 

・（期間 11 月、４泊５日）生活ホームの体験利用部屋を活用し、担当と本人とで企画し

た計画に基づき地域生活を体験する。 

・（期間 11 月、６泊７日）生活ホームの体験利用部屋を活用し、そこから日中作業や自

ら企画した余暇など地域生活を体験する。 

④について 

・（期間９月～）就労支援員・ジョブコーチの協力の下、ハローワークへの登録及び活

用体験の支援の実施。 

・（期間 10 月～）定期的に体験受け入れを依頼している、市内特例子会社での就労実習

の実施。 

⑤について 

・上記期間内において実施するＡさんの支援プログラムの内容や実施結果を地域移行プ

ロジェクト・グループ会議等で確認し、その都度修正等を図る。必要と思われる内容・

方法の変更については、全体主任会個別支援計画分科会にてまとめていく。 

９月から１１月の３ケ月で取り組みを実践したが、毎月、課内小グループ会議や課会議、

触法・ネグレクト等地域生活移行プロジェクト会議、園内調整会議等を定期的に開催し、

取り組みの状況をＰＤＣＡのサイクルで検証し、次月の内容につなげていった。３ケ月

の取り組みの中で、ＰＤＣＡサイクルを繰り返し実践していった。 

｢｢｢｢CCCC｣｣｣｣    

実践の評価実践の評価実践の評価実践の評価    

    

実践後の評価は以下の通りである。 

＜Ａさんへの直接支援＞ 

①については、形の上では、職員主導から本人が企画・立案し、実施することを身につ

けたが、切符の購入やお店での注文など自らが行う機会についての支援がこれまでな

かったため、ホームでのごみの分別処理への不安など基本的な生活スキルの弱さが判

明した。本人作成の外出計画書作成では、職員のアドバイスはあまり活かされず、内

容的には家族や身近な友人との外出内容に偏る傾向が続いている。支援側が、中軽度

利用者ゆえに出来ているという見込みで支援していたことで、本人の具体的な生活力

の把握に欠けていた。また、余暇を拡大する体験支援が不足していた。 

②については、地域生活を送る上で、携帯電話の利用については必然的なものとして捉

え取り組んだ。想定される使用料金の拡大、有害サイト利用のリスクについての対応

として、利用マナー・自己管理とコスト意識を身につける支援を展開したが、本人管

理時間を増やしたことで、携帯電話使用の依存度が高まってしまう。「携帯の使用が

出来ないのであれば、地域生活はしたくない」との本人の訴えがあるという状況。利

用のマナーについても、声の大きさなど他者の迷惑となっている点で、Ａさんの携帯

利用の意義について考えさせられている。地域生活支援課との調整も必要との評価。 

③について、本人は常に他者との係わりや繋がりのある生活空間、生活時間の中に安心

感を得ているようで、一人だけの空間や時間への対処が出来ない状況。生活ホームに

おける新しい対人関係を構築するには、ある程度の時間がかかるため、地域生活を楽

しむ段階にはなかった。早急の支援修正が必要。 

④ハローワークへの登録は終了、利用方法の習得に向けて経験を積み上げていく段階で



社団法人神奈川県社会福祉士会 

＜秦野精華園＞ 

  

ある。企業実習へも参加するが、作業能力的には高いものを発揮するも、人見知りな

どが強く、基本的な挨拶等も積極的に行えない状況。対人関係の構築など 1 週間では

クリアできなかった。環境の変化に弱く、本人の実習参加意欲も消極的であった。 

＜園全体としての目標＞ 

⑤本人持ち回りによる外出計画・報告書の説明についての支援プログラムの意味が全体

に周知されておらず、プログラム開始当初、計画書を職員が回してしまう。本人が、

園長までの複数職員から直接説明するという意義について周知を図る。スタンダード

プログラムの社会資源の活用については、支援側が「これ位はできるだろう」との見

通しの下、ステップアップ支援が行われているが、細かな達成評価と実際の確認が重

要だということがわかる。 

取り組みの結果から、これまで周りがカバーして見えなかった生活力のなさや、地域生 

活に対して本人が想定以上に相当な不安を持っていること、生育歴や家庭環境の違いか 

ら中軽度利用者のスタンダード支援プログラムでは拾いきれない、個別のスキル評価の 

見落としがあったことなどがわかった。 

｢Ａ｣｢Ａ｣｢Ａ｣｢Ａ｣    

結果と結果と結果と結果と    

改定計画改定計画改定計画改定計画    

上記の取り組みの評価を踏まえ、施設入所利用期間の終了が１ヶ月前となり、最終的な

地域移行プログラムの実施を確認する。これまでの支援結果から課題として以下の点に

ついて重点的に支援を実施する。 

○一人で過ごす時間・空間の経験を積み上げるため、寮内の一人暮らし体験部屋での生

活を、移行までの基本プログラムとし、適時生活ホームの体験を実施する。その中で、

本人の出来ない生活スキル（ごみの分別等）をピックアップし、集中して支援してい

く。生活ホームの体験利用部屋の活用では、そこから日中作業や自ら企画した余暇な

ど地域生活を体験する。 

○自らの思いを相手に伝えるスキル向上のため、園内で開催しているＳＳＴ（ソーシャ

ル・スキル・トレーニング）への参加を実施する。 

○対人関係や環境の変化について過敏に反応し不安感が高まるケースのため、まずは地

域生活（生活ホーム）への移行を第一目標として取り組む。就労支援については、当

面当園の通所部を利用し、現在継続して実施している園内調理課での職場実習を継続

し、その中で調理技術の向上・基本的作業態度の習得を支援する。 

○携帯電話の自己管理については、支援移行先担当の地域生活支援課と本人も交えた話

合いを継続して行い今後の所持を調整する。余暇活動などの自己企画への取り組みは

継続し、地域生活移行後の移動支援やガイドヘルパー支援が活用できるよう援護機関

と居宅サービス支給時間数の調整を地域生活支援課と協働で行う。入所前に頻繁に発

生していた金銭トラブルの再発を避けるため、家族や特定の友人との外出について

は、回数制限の調整に入る。 
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＜第三者評価コメント＞＜第三者評価コメント＞＜第三者評価コメント＞＜第三者評価コメント＞    

  
これまで園全体のプロジェクトとして取り組んできた課題を取り上げ、テーマとして設定している。Ａさんへの

支援を通して、「地域生活移行のスタンダード支援の確立」と、「ネグレクト等被虐待体験者や家庭養育基盤

の弱い方の支援方法の確立」を目指している。３ケ月の取り組みの中で、ＰＤＣＡマネジメントサイクルを繰り

返し展開し、次への取り組みに発展させている。今回の取り組みの結果から見えた課題は、スタンダード支

援プログラムの中に取り入れる予定で、今後の発展が大いに期待できる。 


